
別記様式（第 7条関係） 

低入札価格審査書 

 

世田谷区財務部経理課  

 

１ 件  名     路面改良工事（表層改良）【等々力五丁目１１番から奥沢六丁目２２番先】 

２ 入 札 日   令和７年６月１１日 

３ 調査対象者   株式会社マモル 

４ 予 定 価 格    99,506,000円（税抜） 

５ 入 札 価 格   87,549,000円（税抜） 

６ 調査実施概要 

 調査項目 調査内容 

１ その価格により入札

した理由 

○効率的な作業員配置を行い、スキルに応じた業務分担によるコス

ト削減を行っているため。 

○手持ちの各舗装工事の進捗状況を調整し、作業員や機材の配分を

適切に行うことで、当該工事に必要な作業員や機材をリース会社

から十分に確保でき、効率的に進行することが可能であるため。 

○事務所および資材置き場が現場から１０ｋｍ以内の近距離にあ

り、書類等の随時作成・報告業務他、資材や機材を迅速に供給で

きるため。 

２ 手持ち工事の状況 ○路面改良工事（打換）【砧四丁目１３番から１５番先外１箇所】 

 発 注 者：世田谷区 

 履行場所：世田谷区砧四丁目１３番から１５番先 

 工 期：令和７年５月２９日～令和７年１１月１３日 

○歩道整備工事（改良）【深沢四丁目１３番から深沢三丁目６番先】 

 発 注 者：世田谷区 

 履行場所：世田谷区深沢四丁目１３番から深沢三丁目６番 

 工 期：令和７年４月１６日～令和８年２月２７日 

○路面改良工事（打換）【弦巻一丁目３３番から２３番先】 

 発 注 者：世田谷区 

 履行場所：世田谷区弦巻一丁目３３番から２３番 

 工 期：令和７年３月１４日～令和７年８月２２日 

３ 契約対象工事におけ

る配置予定技術者 

配置予定技術者の主な保有資格は以下のとおり。 

・２級土木施工管理技士 

４ 契約対象工事箇所と

入札者の事業所、倉

庫等との関連 

工事場所までの距離：事務所から約７．１㎞、資材・車両置き場か

ら約７．５㎞ 

５ 手持ち資材の状況 セメント３０袋、砂２㎥、カラーコーン３０個、土嚢袋１００袋。 

６ 資材購入先及び購入

先と入札者との関係 

協力業者より購入予定。 

７ 手持ち機械の状況 保有機械なし。 



８ 労働者の具体的供給

見通し 

調査対象者からは主任技術者、現場代理人を配置。作業員等は協力

業社から確保する。 

９ 工事実績 

※当該開札日から過

去 3 年の間に完了し

た契約金額 50,000千

円以上の公共工事名 

○路面改良工事（打換）【船橋一丁目３８番から桜丘五丁目４７番先】 

 発 注 者：世田谷区 

 履行場所：世田谷区船橋一丁目３８番から桜丘五丁目４７番 

 工 期：令和６年１０月１７日～令和７年３月１９日 

○地先道路築造工事（付替道路Ⅰその２及び付替道路Ｈ）【上北沢二

丁目１番から上北沢三丁目３６番先外１箇所】 

 発 注 者：世田谷区 

 履行場所：上北沢二丁目１番から上北沢三丁目３６番外１箇所 

 工 期：令和６年７月３０日～令和７年２月２８日 

○路面改良工事（打換）【梅丘一丁目２８番から代田三丁目２８番先】 

 発 注 者：世田谷区 

 履行場所：梅丘一丁目２８番から代田三丁目２８番 

 工 期：令和６年９月１８日～令和７年２月２６日 

 他１５件 

 

７ 低入札価格審査委員会 

開催日 令和７年７月３日 

審査結果 ○施工において、手持ちの舗装工事と各工事の進捗状況を調整し、作業員や機

材の配分を適切に行うことで、本工事に必要な作業員や機材を効率的に確保

し、無理のない妥当な積算であることを確認した。 

○現場管理費、一般管理費について、手持ち工事の状況や作業員の配置計画を

踏まえた企業努力により費用を抑えることができることを確認した。 

○本件において、世田谷区公契約条例における事業者の責務や労働報酬下限額

についても適切な理解がなされていることを確認した。また、下請事業者に

もその内容を伝えたうえで労働報酬下限額を意識した賃金支払いができるこ

とを確認した。 

 

以上、当該入札価格により契約の内容に適合した履行がされない恐れがある

とは認められないので、落札者と決定する。 

ただし、コスト圧縮による下請業者へのしわ寄せや粗雑工事が生じることが

ないよう、世田谷区低入札価格調査制度要領第８条及び世田谷区公契約条例の

観点を踏まえ、区は発注者としての責任を持って、工事の進捗管理及び現場監

督を徹底する。 

 


